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介護報酬単位の見直し案
（変更点は下線部）

現 行 改 正 案

○厚生労働大臣が定める夜間対応型訪問介護費に係る単位数（平成十八 ○厚生労働大臣が定める夜間対応型訪問介護費に係る単位数（平成十八

年厚生労働省告示二百六十三号） 年厚生労働省告示二百六十三号）

指 定 地 域 密 着 型 サ ビ ス に 要 す る 費 用 の 額 の 算 定 に 関 す る 基 準 平 成 十 指 定 地 域 密 着 型 サ ビ ス に 要 す る 費 用 の 額 の 算 定 に 関 す る 基 準 平 成 十ー ( ー (

八 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 百 二 十 六 号 の 規 定 に 基 づ き 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め 八 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 百 二 十 六 号 の 規 定 に 基 づ き 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め) )

、 、

る 夜 間 対 応 型 訪 問 介 護 費 に 係 る 単 位 数 を 次 の よ う に 定 め 平 成 十 八 年 四 る 夜 間 対 応 型 訪 問 介 護 費 に 係 る 単 位 数 を 次 の よ う に 定 め 平 成 十 八 年 四

、 、

。 。

月 一 日 か ら 適 用 す る 月 一 日 か ら 適 用 す る

厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 夜 間 対 応 型 訪 問 介 護 費 に 係 る 単 位 数 は 別 表 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 夜 間 対 応 型 訪 問 介 護 費 に 係 る 単 位 数 は 別 表 に

、 、

。 。

定 め る と お り と す る 定 め る と お り と す る

別表 別表

１ （略） １ （略）

２ 定期巡回サービス費(１回につき) 347単位 ２ 定期巡回サービス費(１回につき) 381単位

注 利用者に対して、指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型 注 利用者に対して、指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型

サービス基準第６条第１項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業 サービス基準第６条第１項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業

所をいう。以下同じ。)の訪問介護員等(指定地域密着型サービス基 所をいう。以下同じ。)の訪問介護員等(指定地域密着型サービス基

準第５条第１項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。)が、定 準第５条第１項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。)が、定

期巡回サービス(同項に規定する定期巡回サービスをいう。以下同 期巡回サービス(同項に規定する定期巡回サービスをいう。以下同

じ。)を行った場合に、所定単位数を算定する。 じ。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

３・４ （略） ３・４ （略）


